
●公園占用料等の見直しに伴う都市公園条例の一部改正について 

 

１．条例改正の趣旨 

  近年の地価水準の下落を反映させるため平成２４年４月に道路占用料の見直しを行ったこと

から、これに合わせて北広島市都市公園占用料及び行為許可使用料の改正を行うものです。 

なお、今回の条例の一部改正は、きたひろサンパーク（パークゴルフ場）及び緑葉公園（野

球場、テニスコート、プール）の使用料の変更を行うものではありません。 

 

２．変更点 

項 目 改正後 改正前 

行商（屋台又は露店を

出して行うものを除

く。）、募金その他これ

らに類する行為 

１０円 

当該行為に要

する面積１㎡

につき１日 

２５０円  １日につき 

屋台又は露店を出して

行う行商 
２０円    

業としての写真の撮影 １０円 １５０円  
写真機１台１

日につき 

業としての映画の撮影 １０円 １０,３００円  １日につき 

興行 ２０円 １００円  
１㎡１日につ

き 
競技会、展示会その他

これらに類する催し 
１０円 ３０円  

公園施設の設置 １１０円 
面積１㎡につ

き１月 

２００円  
１㎡１月につ

き 

公園施設の管理 １１０円 ５,１５０円  
１箇所１日に

つき 

電柱   ６４０円  
１本１年につ

き 

第１種電柱 ５６０円 

１本につき１

年 

  

第２種電柱 ８６０円   

第３種電柱 １,２００円   

第１種電話柱 ５００円   

第２種電話柱 ８００円   

第３種電話柱 １,１００円   

その他の柱類 ５０円   

電線  ２００円  
１ｍ１年につ

き 

共架電線その他上空に

設ける線類 
５円 

長さ１ｍにつ

き１年 

  

地下に設ける電線その

他の線類 
３円   



変圧塔その他これに類

するもの 
１,０００円 

１個につき１

年 

７０円  
１箇所１月に

つき 

公衆電話所 １,０００円   

郵便差出箱 ４２０円   

水 道

管 、

ガ ス

管 そ

の 他

こ れ

ら に

類 す

る も

の 

外径０．４ｍ未

満 
  １２０円  

１ｍ１年につ

き 外径０．４ｍ以

上 
 ５４０円  

外径０．０７ｍ

未満 
２１円 

長さ１ｍにつ

き１年 

  

外径０．０７ｍ

以上０．１ｍ未

満 

３０円   

外径０．１ｍ以

上０．１５ｍ未

満 

４５円   

外径０．１５ｍ

以上０．２ｍ未

満 

６０円   

外径０．２ｍ以

上０．３ｍ未満
９０円   

外径０．３ｍ以

上０．４ｍ未満
１２０円   

外径０．４ｍ以

上０．７ｍ未満
２１０円   

外径０．７ｍ以

上１ｍ未満 
３００円   

外径１ｍ以上 ６００円   

競技会、集会、展示会、

博覧会その他これらに

類する催しのため設け

られる仮設工作物 

１０円 
占用面積１㎡

につき１日 
５０円  

１㎡１日につ

き 

標識 ８００円 
１本につき１

年 
２００円  

１箇所１月に

つき 

工事用板囲い、足場、

詰所その他の工事用施

設 

２００円 
占用面積１㎡

につき１月 

  

土石、竹木、瓦その他

の工事用材料の置場 
２００円   

その他の物件、工作物

又は施設 
１０円 

占用面積１㎡

につき１日 
５０円  

１㎡１日につ

き 

 



備考 
 
1 第 1 種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち 3条以下の電

線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するもの

を、第 2 種電柱とは、電柱のうち 4 条又は 5 条の電線を支持するものを、第 3 種電柱とは、電

柱のうち 6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

2 第 1 種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、

電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち 3 条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置す

るものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第 2種電話柱とは、電話柱のう

ち 4 条又は 5 条の電線を支持するものを、第 3 種電話柱とは、電話柱のうち 6 条以上の電線を

支持するものをいうものとする。 

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線を

いうものとする。 


